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令和５年１月２０日（金曜日）第１回臨時会 
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   １番  伊  藤  正  彦  議員     ２番  太  田  陽  子  議員 
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   ６番  後  藤  健 一 郎  議員     ７番  渡  邉  賢  一  議員 

   ８番  古  沢  清  志  議員     ９番  佐  藤  耕  治  議員 
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  １２番  沖  津  一  博  議員    １３番  荒  木  春  吉  議員 

  １４番  柏  倉  信  一  議員    １６番  木  村  寿 太 郎  議員 

○欠席議員（なし） 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 

鈴 木   隆  
総務課長（併） 
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 武 田 伸 一  企画創成課長 

小 泉   尚  財 政 課 長  大 江 幸 範  市民生活課長 

武 田 新 二  建設管理課長  小 林 博 之  商工推進課長 

○事務局職員出席者 
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   議事日程第１号       第１回臨時会 

   令和５年１月２０日（金）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）議員の異動について 

 〃  ４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度寒河江市一般会計補正予 

            算（第１２号）） 

 〃  ５ 議第 １号 令和４年度寒河江市一般会計補正予算（第１３号） 

 〃  ６ 議案説明 

 〃  ７ 委員会付託 

 〃  ８ 質疑・討論・採決 

   休  憩 

   再  開 

日程第 ９ 寒河江市議会厚生文教常任委員会委員長の互選結果報告について 

 〃 １０ 西村山広域行政事務組合議会議員選挙について 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

   日程の追加 

   寒河江市議会厚生文教常任委員会副委員長の互選結果報告について 

 

 

 

   開    会     午前９時３０分 

 

○伊藤正彦議長 おはようございます。 

  ただいまから、令和５年第１回寒河江市議会

臨時会を開会いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  なお、報道機関より写真撮影及び録音の申出

があり、議長においてこれを許可しております。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進め

てまいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○伊藤正彦議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 
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  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、５番月光裕晶議員、14番柏

倉信一議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○伊藤正彦議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  議事日程につきましては、議会運営委員会で

協議を願っておりますので、その結果について

委員長の報告を求めます。阿部議会運営委員長。 

   〔阿部 清議会運営委員長 登壇〕 

○阿部 清議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の結果について

御報告申しあげます。 

  本日招集になりました令和５年第１回寒河江

市議会臨時会の運営につきましては、去る１月

17日、委員６名全員出席並びに関係者出席の下、

議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数な

どを勘案し、本日１日間とし、お示ししており

ます第１回臨時会日程表のとおり決定いたしま

した。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○伊藤正彦議長 お諮りいたします。 

  本臨時会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり本日１日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間と決定いたしまし

た。 

 

 

 第１回臨時会日程                      令和５年１月２０日（金）開会  

月  日 時  間 会      議 場  所 

１月２０日（金） 

午前９時３０分 本  会  議 

開会、会議録署名議員指

名、会期決定、諸般の報

告、議案上程、同説明、委

員会付託、質疑・討論・採

決 

議   場 

本 会 議 休 憩 中 厚生文教常任委員会 委員長の互選 議会第１会議室 

厚生文教常任委員会 

終 了 後 
本  会  議 

厚生文教常任委員会委員長

の互選結果報告、西村山広

域行政事務組合議会議員選

挙、閉会 

議   場 

 

諸 般 の 報 告 

 

○伊藤正彦議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）議員の異動についてでありますが、去

る令和４年12月26日付で、鈴木みゆき氏から令

和４年12月31日限りで議員を辞職したい旨の願

いがありましたので、地方自治法第126条の規

定により、同年12月27日、これを許可いたしま

したので、会議規則第146条第２項の規定によ

り御報告いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○伊藤正彦議長 日程第４、承認第１号専決処分
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の承認を求めることについて（令和４年度寒河

江市一般会計補正予算（第12号））及び日程第

５、議第１号令和４年度寒河江市一般会計補正

予算（第13号）の２案件を一括議題といたしま

す。 

 

議 案 説 明 

 

○伊藤正彦議長 日程第６、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  初めに、承認第１号専決処分の承認を求める

ことについて（令和４年度寒河江市一般会計補

正予算（第12号））を御説明申しあげます。 

  マイナポイント第２弾の対象となるマイナン

バーカードの申請期限が令和４年12月末から令

和５年２月末に２か月延長されたことにより、

取得率向上に向けさらなる対応に要する経費追

加のため、令和４年度寒河江市一般会計補正予

算（第12号）について、議会を招集する時間的

余裕がなく、急を要しましたので、専決処分を

行ったものでございます。 

  次に、議第１号令和４年度寒河江市一般会計

補正予算（第13号）について御説明を申しあげ

ます。 

  このたびの補正予算は、寒波による降雪量の

増加に伴う除排雪経費追加のため、除雪事業費

を追加するものでございます。 

  以上２案件について御説明申しあげましたが、

詳細につきましては担当課長より説明させてい

ただきますので、よろしく御審議の上、御承認

並びに御可決くださいますようお願い申しあげ

る次第でございます。 

  以上であります。 

○伊藤正彦議長 小泉財政課長。 

   〔小泉 尚財政課長 登壇〕 

○小泉 尚財政課長 おはようございます。 

  初めに、承認第１号令和４年度寒河江市一般

会計補正予算（第12号）につきまして御説明申

しあげます。 

  本市のマイナンバーカード取得促進につきま

しては、昨年11月から取組強化を実施しており、

大型店舗や公民館等での出張申請受付、外出困

難な方への個別訪問申請受付、さらには課を超

えた窓口業務支援や申請事務作業支援を行いな

がら促進を図ったところ、申請率が12月末現在

で65.66％となっている状況でございます。 

  そして、このたび、カード取得特典であるマ

イナポイントの対象となるマイナンバーカード

の申請期限がさらに延長されたことを受け、こ

れを機にさらなるカードの申請率・取得率向上

を図ろうとするものでございます。 

  主な取組といたしましては、全戸回覧、チラ

シ等により期限延長の周知を行うとともに、マ

イナンバーカード専用コールセンターを新たに

開設し、さらに市役所内のマイナポイント申請

サポート箇所を増設するなど、平日５名、休日

２名のスタッフを追加してサポート対応を行う

ものでございます。 

  歳入につきましては、補正予算書４ページの

事項別明細書を御覧ください。 

  14款２項１目の個人番号カード交付事務費補

助金になりますが、事務事業費の全額が国から

補助されるものでございます。 

  続きまして、５ページを御覧ください。 

  歳出になります。 

  ２款３項１目の個人番号事務事業に1,098万

円を追加するものでありますけれども、３節職

員手当等は業務に当たる職員の時間外勤務手当

でございます。 

  10節需用費、消耗品費は、事業延長周知のた

めのチラシ作成に関わる経費や、申請会場を増

設するために作成する案内パネル等の経費でご

ざいます。 
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  11節役務費は、出張受付した申請者へカード

等を郵送する経費でございます。 

  12節委託費は、申請手続対応窓口のスタッフ

やコールセンターのスタッフの委託料と、コー

ルセンターを開設するための電話設置の委託料

でございます。 

  以上、よろしく御審議の上、御承認いただき

ますようお願い申しあげます。 

  続きまして、議第１号令和４年度寒河江市一

般会計補正予算（第13号）の歳入について御説

明いたします。 

  補正13号のほうの補正予算書４ページの事項

別明細書を御覧ください。 

  18款１項基金繰入金は、このたびの補正の財

源として財政調整基金から繰り入れるものであ

り、繰入れ後の財政調整基金残高は約13億

1,300万円となります。 

  歳入は以上となります。よろしくお願いいた

します。 

○伊藤正彦議長 武田建設管理課長。 

   〔武田新二建設管理課長 登壇〕 

○武田新二建設管理課長 おはようございます。 

  私から、除雪事業について御説明をいたしま

す。 

  事項別明細書５ページを御覧ください。 

  第８款２項２目除雪事業に１億1,094万6,000

円を追加するものでございます。 

  まず、今冬の状況について申しあげますと、

12月中旬からの寒波の影響により、一斉除雪に

ついては、12月が３回、１月が２回、現在合計

５回となっております。１日当たりの降雪量が

例年に比べて多いため、当初想定していた１回

の作業時間を大きく超過していることや、燃料

高騰に伴う委託単価の上昇などにより、現時点

で除雪事業費に不足が見込まれます。また、気

象庁の１月から３月の３か月予報を見ますと、

日本海側の降雪量は平年並みまたは多い確率と

もに40％となっており、今後も寒波に備える必

要があります。 

  このため、追加する委託料につきましては、

一斉除雪が多かった過去の年を参考に、一斉除

雪12回分とし、道路雪押し場の排雪、雪捨場の

管理に要する経費を合わせて１億594万3,000円

を追加いたします。さらに、その他の経費とい

たしまして、除雪車の燃料費に170万3,000円、

消雪パイプ・無散水融雪施設の電気料が高騰し

ていることを受けて、光熱水費に180万円、除

雪車などの修繕料に150万円を追加するもので

ございます。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願

いいたします。 

 

委 員 会 付 託 

 

○伊藤正彦議長 日程第７、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第１号及

び議第１号の２案件については、会議規則第37

条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○伊藤正彦議長 日程第８、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  初めに、承認第１号専決処分の承認を求める

ことについて（令和４年度寒河江市一般会計補

正予算（第12号））に対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第１号令和４年度寒河江市一般会計
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補正予算（第13号）に対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、承認第１号専決処分の承認を求める

ことについて（令和４年度寒河江市一般会計補

正予算（第12号））を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、承認第１号は原案のとおり承認され

ました。 

  次に、議第１号令和４年度寒河江市一般会計

補正予算（第13号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第１号は原案のとおり可決されま

した。 

  この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前 ９時４６分  

 再 開 午前１０時０６分  

○伊藤正彦議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

  寒河江市議会厚生文教常任委員会 

  委員長の互選結果報告について 

 

○伊藤正彦議長 日程第９、寒河江市議会厚生文

教常任委員会委員長の互選結果報告についてで

あります。 

  委員長の互選結果を報告いたします。 

  厚生文教常任委員会委員長 太田陽子議員 

  以上でございます。 

 

日 程 の 追 加 

 

○伊藤正彦議長 また、太田陽子議員の委員長就

任に伴い、副委員長が欠員となったことから、

副委員長の互選を行っております。 

  お諮りいたします。 

  この際、寒河江市議会厚生文教常任委員会副

委員長の互選結果報告についてを日程に追加し

たいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、寒河江市議会厚生文教常任委員会副

委員長の互選結果報告についてを日程に追加い

たします。 

 

  寒河江市議会厚生文教常任委員会 

  副委員長の互選結果報告について 

 

○伊藤正彦議長 副委員長の互選結果を報告いた

します。 

  厚生文教常任委員会副委員長 沖津一博議員 

  以上でございます。 

 

  西村山広域行政事務組合議会議員 

  選挙について 

 

○伊藤正彦議長 日程第10、西村山広域行政事務

組合議会議員選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 
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  よって、選挙の方法は指名推選によることに

決しました。 

  お諮りいたします。 

  議長において指名することにしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しま

した。 

  西村山広域行政事務組合議会議員には、 

  太田芳彦議員 

 を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名いたしました議員

を西村山広域行政事務組合議会議員の当選人と

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま議長において指名いたしま

した議員が西村山広域行政事務組合議会議員に

当選されました。 

 

   閉    会    午前１０時０９分 

 

○伊藤正彦議長 以上で、本臨時会の日程は全部

終了いたしました。 

  これにて、令和５年第１回寒河江市議会臨時

会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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    寒河江市議会議長   伊  藤  正  彦 

 

 

    会議録署名議員   月  光  裕  晶 

 

 

    会議録署名議員   柏  倉  信  一 

 


